
６
月
21
日
か
ら
始
ま
っ
た
第

２
回
定
例
区
議
会
で
、
一
般
質

問
の
再
質
問
を
質
問
持
ち
時
間

の
10
分
の
１
に
制
限
す
る
試
行

が
さ
れ
、
第
３
回
定
例
会
（
９

月
）
か
ら
本
格
実
施
が
ね
ら
わ

れ
て
い
ま
す
。

議
会
で
は
こ
れ
ま
で
、
本
会

議
場
で
の
再
質
問
に
つ
い
て
は
、

議
員
の
良
識
に
任
せ
時
間
制
限

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

再
質
問
を
２
分
、
３
分
に
制

限
す
る
今
回
の
提
案
は
、
昨
年

議
長
の
諮
問
機
関
と
し
て
設
置

さ
れ
た
「
議
会
の
あ
り
方
検
討

会
」
（
各
会
派
か
ら
委
員
が
出

席
）
に
お
い
て
出
さ
れ
、
共
産

党
だ
け
の
反
対
で
、
議
長
が

「
試
行
」
を
強
行
し
た
も
の
で

す
。
共
産
党
区
議
団
は
、
議
長

あ
て
に
「
要
望
書
」
を
提
出
し

「
試
行
」
の
中
止
を
求
め
ま
し

た
。「

あ
り
方
検
討
会
」
で
は
、

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
議
会
中
継

で
、
放
映
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

再
質
問
、
再
答
弁
ま
で
の
放
映

が
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
放
映
時

間
枠
を
増
や
さ
ず
、
時
間
内
に

お
さ
め
る
た
め
に
再
質
問
の
時

間
を
削
る
と
は
本
末
転
倒
で
す
。

放
送
枠
を
拡
大
す
れ
ば
解
決
す

る
こ
と
を
、
反
対
に
議
員
が
自

ら
の
質
問
を
削
り
口
を
縛
る
こ

と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

区
議
団
は
、
民
意
が
反
映
さ

れ
る
議
会
改
革
を
進
め
る
た
め
、

再
質
問
の
時
間
制
限
の
中
止
を

求
め
全
力
を
尽
く
し
ま
す
。

議会の再質問とは

議会は“言論の府”であり、議員活動の基本は言

論です。「発言の自由」は議会における議員の最も

重要な権限であり最大限保障されなければなりませ

ん。よって議会質問は、区民の付託を受けた議員が、

区長に対し区政上の問題や区民の要望を直接迫る議

会・議員の最も重要な活動です。

共産党区議団は、本会議での代表質問・一般質問

を区民の声を聞き、調査・研究と団での議論を重ね

準備します。

再質問は、この質問に対し、通り一遍の答弁、不

十分な答弁があれば、区の姿勢・施策をより具体的

に明らかにしていくために、必要かつ不可欠で重要

な役割を持っています。

民意が反映されない政治への批判が広がっている

時だからこそ、区民の立場に立った緊張感ある再質

問が求められているのではないでしょうか。

区議団は、区民の代表として十分な質問が保障さ

れるよう頑張ります。
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